
 

伊万里市条例第１６号 

伊万里市留守家庭児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

伊万里市留守家庭児童クラブ条例（平成１５年条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１中 

「 

黒川第１児童クラブ 伊万里市黒川町大黒川１３３５番地１ 

黒川第２児童クラブ 伊万里市黒川町大黒川１３３５番地１ 

                                 」 

を 

「 

黒川児童クラブ 伊万里市黒川町大黒川１３３５番地１ 

                                 」 

に改める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 


